
 
 

 

北 九 州 市 告 示 第 ５ ３ 号  

  建 築 基 準 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ０ １ 号 。 以 下 「 法 」 と い う

。 ） 第 ５ ２ 条 第 １ 項 第 ６ 号 、 第 ５ ３ 条 第 １ 項 第 ６ 号 、 第 ５ ６ 条

第 １ 項 第 １ 号 に よ る 別 表 第 ３ （ に ） 欄 の ５ の 項 及 び 同 条 第 １ 項

第 ２ 号 ニ の 規 定 に 基 づ き 、 都 市 計 画 区 域 の う ち 用 途 地 域 の 指 定

の な い 区 域 内 の 建 築 物 に 係 る 容 積 率 、 建 ぺ い 率 及 び 建 築 物 の 各

部 分 の 高 さ の 制 限 に つ い て 、 当 該 区 域 を 指 定 し て 北 九 州 市 都 市

計 画 審 議 会 の 議 を 経 て 定 め る 数 値 を 次 の よ う に 決 定 し 、 平 成 １

６ 年 ５ 月 １ ７ 日 か ら 施 行 す る 。  

平 成 １ ６ 年 ２ 月 ２ ３ 日  

北 九 州 市 長  末  吉  興  一   

容 積 率  建 ぺ い 率 高 さ の 制 限  
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条 第 １ 項

第 ６ 号 の
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法 第 ５ ３

条 第 １ 項

第 ６ 号 の

規 定 に 基

づ く 数 値

  

法 第 ５ ６ 条 第  

１ 項 第 １ 号 に

よ る 別 表 第 ３
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法 第 ５ ６
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の 規 定 に

基 づ く 数
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